
国立国語研究所研究倫理委員会規程

平成２１年１０月 １日 

 国語研規程第２３号  

改正 平成２２年１０月２０日 

改正 平成２４年 ３月２７日 

改正 平成２５年１１月１３日 

改正 令和 ４年 １月１２日 

 （趣旨）

第１条 この規程は，国立国語研究所（以下「研究所」という。）の連絡調整会議に置かれ

る専門委員会に関する規程第８条の規定に基づき，研究倫理委員会（以下「委員会」とい

う。）の運営等について必要な事項を定めるものとする。

（任務）

第２条 委員会は，次の各号に掲げる調査・検討を行う。

（１）人を対象とした研究に係る倫理的配慮に関すること。

（２）研究活動における不正行為の防止に関すること。

（３）研究費の不正使用の防止に関すること。

（４）研究活動における不正行為及び研究費の不正使用に関する通報の適正な処理に関

すること。 

（５）通報者の保護に関すること。

（６）公正な研究活動を実施するための教育・啓発活動に関すること。

（７）研究活動における不正行為及び研究費の不正使用が生じた場合の調査，審理及び判

定に関すること。 

（８）利益相反及び利益相反マネジメントに関すること。ただし, 委員会が人間文化研究

機構（以下,「機構」という。）全体に係る対応が必要と判断した事項については，

機構利益相反委員会へ審議を求めなければならない。 

（９）その他，研究倫理及び利益相反に関すること。 

（招集）

第３条 委員会は，委員長が必要と認めたときに，招集する。

 （意見の聴取） 

第４条 委員長は,必要に応じて研究所の他の専門委員会から意見を聴取することができ

る。 

（庶務） 

第５条 委員会の庶務は，管理部研究推進課において処理する。 

附 則 

この規程は，平成２１年１０月１日から施行する。



附 則 

この規程は，平成２２年１０月２０日から施行する。

附 則 

この規程は，平成２４年４月１日から施行する。

附 則 

この規程は，平成２５年１１月１３日から施行する。

附 則 

この規程は，令和４年１月１２日から施行する。




